
 

○○  ママイイナナンンババーー（（個個人人番番号号））をを提提示示すするる際際にに必必要要なな書書類類                                

◇マイナンバー（個人番号）提示が必要な手続きでは、ご提示いただく「個人番号の確認」と提示され

る方の「身元確認」が必要となります。 

※ 個人番号の提示が必要な手続きには、主に次のようなものがあります。 

 

 

 

 

 

 

身体障害者手帳に関する申請 

精神障害者保健福祉手帳に関する申請 

自立支援医療（更生医療、育成医療、精神通院医療）に関する申請 

補装具費の支給申請 

日常生活用具の給付申請 

特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当に関する申請 

訪問入浴サービスの申請 

日中一時預かりサービスの申請 

移動支援サービスの申請 

障害福祉サービスの申請 

障害児通所支援（就学前・就学後児童）の申請 

※これらの手続き以外でも個人番号の提示が必要となる場合があります。また、手続きによってマ

イナンバー（個人番号）の提示が必要となる方が異なります。 

ご不明な点については、各手続きの担当までお気軽にお問合せください。 
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